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Q11 屋外移動の消費者に対してＬＰガスを質量販売した
後、講習修了証の有効期限が切れてしまった場合、
消費者との販売契約や販売事業者が実施すべき保安
業務は、どのようになりますか︖

Q37 キャンピングカーでＬＰガスを使⽤している消費者
から、現在使⽤している容器のＬＰガス（他の販売
事業者から購⼊）が残り少なくなったので、予備容
器にＬＰガスを販売してほしいと⾔われました。販
売したいと思いますが、どのようにすればよいで
しょうか。

Q28 キャンピングカーの中は屋内⼜は屋外のいずれに該
当するのですか。
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